
埋蔵文化財の取扱いの流れ

※文化財保護法第９３条の届出については、発掘しようとする日の「６０日前」までに提出することとなっておりますので、ご注意下さい。

工事計画者（事業主）

土木工事の実施
（包蔵地外の場合）

埋蔵文化財の有無について文書にて照会

遺跡なし 遺跡あり

土木工事等のため
の発掘届出又は通
知書の提出（保護
法第93条又は94
条）
市から県へ進達

工事中に遺跡等を発見
（不時発見）

工事中止

遺跡の発見に関する届
出又は通知（保護法第
96条又は97条）

調査期間・費用等の協議、契約

本発掘調査の実施
（記録調査）

工事の実施
本発掘調査の終了

（現地調査）

資料整理・報告書の発刊

埋蔵文化財発掘調査終了（事業終了）

予備調査
　・試掘調査
　・確認調査

事業計画変更等の協議

変更不可 変更可

遺跡の現状保存

県教委からの指示・勧告

本発掘調査 工事立会 慎重工事

重要遺跡発見

発掘調査中断

事業計画変更等の再協議

変更不可 変更可

発掘調査再開 遺跡の現状保存

工事の実施

開発・工事予定地が包蔵地

分布図・現地踏査等にて確認

開発・工事予定地が包蔵地内又は近接

開発・工事予定地が包蔵地外


